
は じ め

米国の 200海里漁業専管水域を定める 76年漁業保護管理法l乙51年4月13日フォード大統領が

署名して以来ソ連も 12月10日200海里漁業専管水域の設定i乙踏み切り，世界は一気に 200海里時

代に突入した。これにより，日米，日ソ漁業交渉の結*.わが国の漁獲割当量は米国 200梅里水域内

では 51年実績の 11%減(119万トン)と伝り，ソ連200海里水域内では 50年実績(6""12月)

の36.2%減(4 5.5万トン)となった。

遠洋，沖合l乙多く依存する青森県は，サケ，マス，スケトウダラ，イヵl乙依存する漁業者の受ける打

撃が大きく，速洋漁船員の 76%にあたる約 8，000人の失業や，沖合底ぴき船，サケ，マス流網船，

北転船など 40余隻の滅船があり，漁業者のみならず関連産業に対する波及影響ははかり知れないもの

がある。

県は 52年 1月10日海洋法対策協議会を発足させ，これらの問題i乙取組む姿勢を見せたが，緊急融

資，補償問題などが先行し，具体血EE産増の対策にまでは至っていない。

今後試験研究機関の進むべき途は，

1. 沖合遠洋漁場開発

2. 未利用資源の利用

3. 外海養殖の推進

にあると思われるが，どれ 1っとっても問題は多い。しかし，その1/¥1題を乗りこえほい限り解決の糸11

はほぐれない。

今年はスルメイヵの不if!.¥.むつ湾ホタテHの大母へい死，サケの遡河減少など悲観的材料が多かった

が. 5 3年i乙は大相話験時(¥が建造され，漁場開発体制も催、止し，沖合益殖謀本施設の企業化見通しも立

ったので，これらを実現へ導ぴく諸対策の裏付けを急がなければ芯らない。

5 3年度は実行の年であり，定行することによってのみ明るい漁業の未来は拓けよう。
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